
新
潟
県
柏
崎
市
大
字
半
田

一
九
九
九
年

（平
１１
）
四
月
―

一
一
月

新
潟
県
教
育
委
員
会

。
①
新
潟
県
埋
蔵
文
化
野
調
査
事
業

団

４
　
調
査
担
当
者
　
岡
田
和
則

５
　
遺
跡
の
種
類
　
官
衛
関
連
遺
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
入
世
紀
―

一
〇
世
紀

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

本
調
査
は
、
建
設
省
に
よ
る

一
般
国
道
八
号
柏
崎
バ
イ
パ
ス
建
設
工
事
に
伴

う
も
の
で
あ
る
。　
一
九
九
六
年

度
よ
り
継
続
的
に
調
査
が
実
施

さ
れ
て
お
り
、　
一
九
九
九
年
度

で
四
年
目
を
迎
え
た
。　
一
九
九

六

・
七
年
度
に
は
、
河
川
跡
か

ら
須
恵
器
、
土
師
器
、
黒
色
土

器
、
緑
釉
陶
器
な
ど
多
量
の
遺

物
が
出
土
し
、
そ
の
中
に
は
、

斎
串

。
人
形
、
「上
殿
」
「勅
」

な
ど
の
墨
書
土
器
も
あ
り
、
官
衛
関
連
遺
跡
と
し
て
注
目
さ
れ
た
。
そ
の
後
の

調
査
で
も
、
掘
立
柱
建
物
が
数
棟
確
認
さ
れ
た
。　
一
九
九
九
年
度
の
調
査
で
は
、

幅
約
四
ｍ
深
さ

一
ｍ
の
河
川
跡
が
検
出
さ
れ
、
多
量
の
土
器

・
木
製
品

・
木
簡

が
出
土
し
た
。
注
目
さ
れ
る
遺
物
と
し
て
は
、
奈
良
時
代
と
考
え
ら
れ
る
黒
漆

塗
り
の
壺
鐙
が

一
部
久
損
し
た
状
態
で
出
土
し
て
い
る
。
土
器
の
特
徴
か
ら
、

河
川
の
時
期
は
八
世
紀
後
半
―
九
世
紀
前
半
に
収
ま
る
。
河
川
跡
の
他
に
は
、

河
川
近
く
で
掘
立
柱
建
物
を
数
棟
検
出
し
た
が
、
調
査
範
囲
が
狭
か
っ
た
た
め
、

全
体
規
模
を
つ
か
む
に
至
ら
な
か
っ
た
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

〔
出
事
力
〕
　

〔
米
力
〕

Ｌ
牒
　
一二
宅
史
御
所
　
応
□
□
□
　
□
井
□

〔時
と

　

　

　

　

　

　

　

　

〔怠

遅
と

名
□
不
過
可
到
来
於
駅
家
村
勿
□
□
　
　
　
（醤
Ｘ
∞契
伽

十
伊
加
忍
上
神
十
十
回

十
十
十
十
日
日
日
□

・す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（ち
じ
×
Ｓ
ｅ
×
∞
　
ｏ
盟

3  2  1

新
潟
・箕
輪
遺
跡

所
在
地

調
査
期
間

発
掘
機
関 み

の

わ

〔田
力
〕
　

　

［加
神
力
〕

０

　

□
□
□
□
日
‐―
□
□
□

死□
十
十
得
罪
□

〔
木
〕

「
＜
石
未

マ
大
調
」

〔企択
力
〕
　
　
　
〔圭萌
力
〕

口
□
穂
□
　
□
矢
」

易

　

勿

　

券
」
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６
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⇔
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∞
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∞
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(柏 崎)
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。
　
．「誹依嚇
剣�
雑
日

日

日

。
「日

日

早
送
□
助
□

故
牒

々
到
准
状
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（こ

Ｘ
じ

溢

ｏ解

⑪
は
、
上
端
お
よ
び
左
右
辺
は
原
状
を
と
ど
め
る
が
、
下
端
は
欠
損
す
る
。

表
面
の

「宅
」
も
裏
面
の

「余
」
も
、
卜
（う
か
ん
む
り
）
の
二
画
目
を
長
く
、

庁
（ま
だ
れ
）
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
表
面
の

「応
」
の
次
の
文
字
は
、
墨
痕

不
鮮
明
だ
が
、
「勘
」
の
可
能
性
が
あ
る
。
裏
面
の

「駅
」
の
字
形
は
、
平
城

宮
本
簡
に
類
似
例
が
あ
る

（『平
城
宮
木
簡
一註

〓
三
〓
三
号
木
簡
）。
本
木
簡
は

「三
宅
史
御
所
」
を
宛
先
と
す
る

「牒
」
の
文
書
木
簡
で
あ
る
。
表
面
は
、

「ま
さ
に
□
出
す
べ
き
事
」
と
い
う
事
書
き
に
続
け
て
、
出
す
べ
き
物
品
名

（米
な
ど
）
を
書
き
、
冨
一宅
史
御
所
」
に
対
し
て
物
品
請
求
を
行
な
っ
て
い
る

も
の
と
考
え
る
。
さ
ら
に
、
一異
面
に

「駅
家
村
に
到
来
す
べ
し
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
そ
の
物
品
を

「駅
家
村
」
に
運
ぶ
よ
う
命
令
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
命

令
を
受
け
た

「三
宅
史
御
所
」
で
は
、
本
木
簡
を
持
参
し
て
駅
家
村
に
赴
き
、

「駅
家
村
」
で
木
簡
は
廃
棄
さ
れ
た
と
考
え
て
お
く

（０
の
理
解
も
参
昭
じ
。

「三
宅
史

」
は
、
『新
撰
姓
氏
録
』
河
内
国
諸
春
や
、
延
喜
八
年

（九
〇
八
）

「周
防
国
玖
珂
郡
玖
珂
郷
戸
籍
」
翁
平
安
遺
文
』

一
、　
一
九
九
号
文
書
）
に
見
え

る
。
越
後
国
で
は
、
『続
日
本
紀
』
延
暦
三
年

（七
八
四
）

一
〇
月
戊
子
条
に
蒲

原
郡
の
人
と
し
て
、
姓
を
異
に
す
る
が

「三
宅
連
笠
雄
麻
呂
」
が
見
え
る
。
ま

た
、
『廷
喜
式
』
神
名
帳
に
は
、
古
志
郡
の
式
内
社
と
し
て

「三
宅
神
社
」
が

記
さ
れ
て
お
り
、
長
岡
市
妙
見
町
、
同
市
六
日
市
町
に
比
定
さ
れ
て
い
る

３
式
内
社
調
査
報
告
』
第
一
七
巻
、
北
陸
道
三
　
皇
学
館
大
学
出
版
部
　
一
九
八
五
年
）。

ま
た
、
「駅
家
村
」
は
、
文
献

。
出
土
文
字
資
料
を
通
じ
て
初
見
で
あ
る
。

類
例
に
は
、
「駅
家
郷
」
翁
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
三
こ
、
「駅
里
」

盆
飛
鳥
藤
原
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
一こ

な
ど
が
あ
り
、
駅
戸
の
集
団
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
箕
輪
遺
跡
の
付
近
に
駅
家
が
存
在
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『廷
喜
式
』
所
載
の
越
後
国
の
一
〇
の
駅
家
の
う
ち
、

三
嶋
駅
は
、
比
定
地
は
確
定
し
て
は
い
な
い
が
、
お
よ
そ
柏
崎
市
近
辺
と
す
る

こ
と
で
諸
説

一
致
し
て
い
た
。
今
回
の
木
簡
の
出
土
に
よ
っ
て
、
箕
輪
遺
跡
近

辺
に
三
嶋
駅
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
強
く
な
っ
た
。

②
は
、
上
下
端
お
よ
び
右
辺
を
欠
損
す
る
。
ま
た
、
中
央
部
付
近
で
折
れ
て

い
る
。
表
面
に
は
、
「伊
加
忍
上
神
」
と
神
名
を
記
し
て
い
る
。

０
は
、
上
下
端
お
よ
び
右
辺
を
欠
損
す
る
。　
一
行
日
は
、
文
字
の
右
半
分
を

欠
い
て
い
る
た
め
解
読
が
困
難
だ
が
、
最
後
の
文
字
は
、
「神
」
と
読
め
そ
う

で
あ
る
。
②
Ｏ
と
も
に

「十
」
の
よ
う
な
記
号
を
記
す
が
、
意
味
は
不
明
で
あ

る
。
神
名
や
、
０
に
見
え
る

「死
」
「得
罪
」
と
い
う
語
句
か
ら
、
呪
術
的
な

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

い
は
、
上
端
の
切
り
込
み
部
分
左
側
を
若
干
欠
損
す
る
が
、
ほ
ぼ
完
形
で
あ

る
。
二
文
字
目
は
、
「未
」
で
あ
る
が
、
ウ
ジ
名
や
地
名
に

「石
木
部
」
が
あ

り

（『長
岡
京
木
簡
二
』
七
八
九
号
木
簡

・
『平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
二
一
）、



(いずれも赤外線画像)
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本
例
も

「石
木
部
」
と
考
え
る
。
ウ
ジ
名

「石
木
部
」
は
、
越
後
国
で
は
初
見

で
あ
る
。
「大
調
」
は
、
人
名
と
考
え
る
が
、
貢
納
物
と
し
て
の

「調
」
に
尊

称
の

「大
」
を
つ
け
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

い
は
、
上
端
お
よ
び
左
右
辺
を
欠
損
す
る
。
裏
面
に
は
、
文
字
の

一
部
に

「勿
」
を
有
す
る
文
字
を
間
隔
を
あ
け
て
書
き
連
ね
て
い
る
。
「処
」
「券
」
は

そ
れ
ぞ
れ
、
「勿
」
を
含
む
異
体
字
に
つ
く
つ
て
い
る
。

⑤
は
、
五
片
の
断
片
に
割
れ
て
い
る
が
、
上
端
と
右
辺
は
原
状
を
と
ど
め
る
。

左
辺
と
下
端
は
欠
損
す
る
。
「牒
」
の
下
を

一
字
分
あ
け
て

「小
池
御
（漸
支
と

充
所
を
記
し
、
裏
面
に
は

「故
牒
々
到
准
状
」
と
、
牒
の
書
き
止
め
文
言
を
記

す
。
内
容
は
明
確
に
し
え
な
い
が
、
表
面
の

「依
レ収
」
や
裏
面
の

「早
送
」

と
い
う
文
言
か
ら
、
何
ら
か
の
物
品
を
送
る
こ
と
を
命
じ
た
も
の
と
考
え
る
。

な
お
こ
の
牒
木
簡
の
宛
先
は
、
い
の
宛
先
と
異
な
っ
て
お
り
、
宛
先
を
異
に
す

る
二
点
の
牒
木
簡
が
同

一
遺
構
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
点
の
牒
木
簡

は
、
木
簡
の
宛
先
で
廃
棄
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
宛
先
か
ら
物
品
な
ど
と
共
に

木
簡
の
差
し
出
し
元
に
戻

っ
て
き
て
、
そ
こ
で
廃
棄
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
釈
読
に
あ
た
つ
て
は
、
新
潟
大
学
の
小
林
昌
二
氏

・
相
沢
央
氏
の
ご
教

示
を
い
た
だ
い
た
。
本
稿
の

「
８
木
簡
の
釈
文

。
内
容
」
は
、
関
係
文
献
中
の

相
沢
央

・
小
林
昌
二

「箕
輪
遺
跡
出
土
木
簡
」
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

９
　
関
係
文
献

側
新
潟
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団

『新
潟
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
年

報
　
平
成

一
一
年
度
』
全
一〇
〇
〇
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（高
橋
　
保
）




